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社会福祉法人東北福祉会 

せんだんの杜ものう地域福祉センター通所介護事業所 

重要事項説明書 
 

指定通所介護及び通所型サービスの提供にあたり、介護保険法その他の関係法令の定めに

より、次のとおり重要事項を説明します。 

 

 

２ 事業の目的と運営方針 

（１）事業の目的 

 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、利用者の

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指します。 

（２）運営方針 

① 事業所は、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行うように努めます。 

② 事業所は、サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者または後見人若しくは親族代表者、利用者のそ

の他の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

１ 事業者及び事業所の概要 

区 分 内 容 

法
人 

名 称 社会福祉法人 東北福祉会 

主たる事務所の所在地 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘６丁目１４９番地１ 

代 表 者 理事長   

電 話 番 号 ０２２（３０３）００８６ 

設 立 年 月 日 平成 ７年 ６月 ２０日 

事
業
所 

名 称 せんだんの杜ものう地域福祉センター通所介護事業所 

所 在 地 宮城県石巻市桃生町中津山字八木１５７番地１ 

管 理 者  

開 設 年 月 日 平成 １１年 ４月 １日 

指 定 年 月 日 
通所介護      ： 平成 ３０年 ４月  １日 

通所型サービス   ： 平成 ３０年 ４月  １日 

指 定 事 業 所 番 号 第０４７０２０２９４６号 

利 用 定 員 ３０人 

通常の事業の実施区域 

石巻市桃生町 

牛田、太田、樫埼、神取、給人町、倉埣、城内、新田、 

高須賀、寺崎、中津山、永井、脇谷、 

石巻市飯野、石巻市和渕 

電 話 番 号 ０２２５（７６）５２０６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（７６）２８５３ 

電子メールアドレス s-monou@sendan.or.jp 

ＨＰ 
パ ソ コ ン https://www.sendan.or.jp 

ス マ ー ト フ ォ ン https://www.sendan.or.jp/sp/ 

mailto:s-monou@sendan.or.jp
https://www.sendan.or.jp/
https://www.sendan.or.jp/sp/
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いように説明を行います。 

③ 事業所は、サービスの提供にあたっては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うよう努めま

す。 

④ 事業所は、サービスの提供にあたっては、常に利用者の心身の

状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その

他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するよう努

めます。 
 

３ 事業所の概要 

（１） 

事業所種類及び 

営業日、営業時間 

（種類）指定通所介護 

    通所型サービス 

（営業日） 月曜日から金曜日  

（営業時間）午前９時００分から午後４時３０分 

※ ただし、天災その他やむを得ない事情により事業所がサービ

スを提供できない場合を除きます。 

（サービスの延長利用） 

必要に応じて延長サービスを利用することができます。 

（２）土地、建物の面

積等 

敷地の面積 ３，３９６㎡ 

建物の面積 １，４１２．４１㎡ 

（３）主な設備等 食堂、浴室、便所、相談室、機能回復訓練室、介護者教室 

（４）交通機関 
① ＪＲ気仙沼線陸前豊里駅下車タクシー８分 

② 三陸自動車道桃生豊里ＩＣから７分 

 

 

４ 利用に関する事項 

（１）利用の条件 

① 利用者は、要介護認定の結果、要介護と認定された方が対象で

す。 

② 通所型サービスを利用する方は、要介護認定の結果、要支援と

認定された方、または６５歳以上で、「基本チエックリスト」の実

施により該当した方が対象です。 

③ 要介護状態区分の認定または通所型サービス事業対象者につい

ては介護保険被保険者証で確認してください。 

④ 利用する場合は、重要事項説明書に対する同意と利用契約書の

締結が必要です。 

⑤ 事業所は医療機関ではありませんので入院加療を必要とする人

は利用できません。 

（２）持込制限 

① 可燃性または爆発性等のある危険物、毒性のあるもの、人体へ

の危害性のある生物等は持ち込むことができません。 

② 上記のもの以外で必要がある場合は、具体的な持ち込みたい内

容について、事前にご相談ください。 
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５ 職員の職種・員数及び職務内容 

（
１
）
職
員
の
職
種
・
員
数 

職 種 

配置職員 
指定 

基準 

員数 

備考 
内 訳 

合計 

人数 

常勤 

換算 

員数 

常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 人 １人 人 人 １人 0.5人 １人 兼務可 

生 活 相 談 員 人 ４人 人 人 4人 2.0人 1人  

介 護 職 員 ２人 ５人 人 人 7人 4.5人 4人     

機能訓練指導員 人 人 人 ２人 ２人 0.3人 1人  

看 護 職 員 人 人 人 ２人 ２人 0.3人 1人  

補 助 員 人 人 １人 人 １人 0.7人 ０人  

合 計 2人 10人 １人 ４人 17人 8.8人 人  

（
２
）
職
務
内
容 

管 理 者 
事業所の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一

元的に行います。 

生 活 相 談 員 
利用者や家族の生活相談、苦情への対応、関係機関との連絡調

整等の業務を行います。 

介 護 職 員 利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 

機能訓練指導員 
 利用者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその

減退を防止するための機能訓練を行います。 

看 護 職 員  利用者の健康維持及び健康管理を行います。 

補 助 員  環境整備、食事準備等、身体介護以外の業務を行います。 

 

   

６ 利用等の手続き 

（１）利用の開始 

① 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画・介護予防ケアマ

ネジメントの作成を依頼している場合は、依頼先の担当介護支援

専門員に申し出てください。 

② 事業所へ直接申し込む場合は、電話等で問い合わせてください。 

利用可能な場合は、重要事項の説明と同意及び利用契約の締結を

行います。 

（２）利用の中止 

利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用開始前または利用

途中において事業所はサービスの提供を中止することができます。 

① 健康チェックの結果、利用者の病状または心身の障害が悪化し

若しくは疾病に罹患して、事業所が対応できないと判断したとき 

② 利用者が感染症に罹患し、他の利用者または事業所の職員の生

命若しくは健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ治療が

必要であると事業所が判断したとき 

（
３
）
職
員
の
通
常
の

勤
務
体
制 

職種 勤務名等 始業時刻 終業時刻 

生活相談員 

介護職員 

早勤 午前 ８時 ００分 午後 ５時 ００分 

日勤 午前 ８時 ３０分 午後 ５時 ３０分 

日勤１ 午前 ８時 ３０分 午後 ４時 ３０分 

日勤２ 午前 ９時 ００分 午後 ６時 ００分 

機能訓練指導員 

看 護 職 員 
 

午前 ８時 ３０分 午後 ２時 ３０分 

午前 ９時 ００分 午後 ４時 ００分 
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③ 利用者が重大な自傷行為を繰り返す、または自殺をするおそれ

が極めて大きく、事業所において可能な介護を行ってもこれを防

止できないと事業所が判断したとき 

④ 利用者の行動等により、他の利用者の生命及び健康、生活に重大

な影響を及ぼすなどして、事業所が対応できないと判断したとき 

⑤ その他、利用契約に規定する事業者の解除権を事業所が行使し

たとき、または利用契約に規定する契約の終了要件に該当したと

き 

⑥ 利用者が利用契約を中途解約する場合は、契約を解約する３０

日間以上前までに事業所へ文書により届け出てください。 

（３）利用の終了 

① 利用者は、利用契約の規定に基づき契約を解除することができ

ます。ただし、利用者からの契約の解除成立は、文書による解除の

意思表示が事業所に到達し、事業所がその内容を確認した時点と

なります。 

② 通所型サービスを利用する方は、ケアプランで立てた目標を達

成した時点で終了となります。 
 

７ 認知症への対応 

（１）当事業所では、拘束、抑制することなく対応いたします。 

（２）他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすなど、通常の介護方法ではこれを

防止できない場合は、その後のサービス提供方法をご相談させていただくことがあり

ます。 
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８ 通所介護サービス及び通所型サービス等の概要 

事業所は、通所介護サービス及び通所型サービスの提供にあたっては、通所介護計画

及び介護予防ケアマネジメントに基づき、利用者の機能訓練及びその居宅において日

常生活を営むことができるよう必要な援助を行います。 

  ① 健康状態の把握 

    ア）事業所は、サービス提供にあたって、利用者に病状の急変等が生じた場合に 

     備え、緊急時マニュアル等を作成し、職員へ周知徹底を図るとともに、速やか 

     に主治医等への連絡を行えるよう緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておき 

     ます。 

    イ）事業所は、サービスの提供にあたって、転倒等を防止するための環境整備に 

     努めます。 

    ウ）事業所は、サービスの提供にあたって、事前に脈拍や血圧等を測定する等利 

     用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない程度なサービスの内容と 

     するよう努めます。 

    エ）事業所は、サービスの提供にあたって、利用者の体調の変化に常に気を配 

り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医等への 

連絡を行う等の必要な措置を講じるよう努めます。 

② 食事の介護 

  ③ 排泄の介護 

  ④ 入浴の介護 

  ⑤ 更衣の介護 

⑥ 身体清拭や洗髪等、清潔の保持に関する介護 

  ⑦ その他必要な身体の介護 

  ⑧ 相談・助言や心理的援助に関すること 

⑨ 服薬管理、健康観察 

  ⑩ 利用者の希望による送迎の介護 

  ⑪ 感染症対策の徹底を図り、感染症予防に努めます 

  ⑫ 認知症の人に対しては、特にその特性に対応したサービスの提供に努めます 

⑬ 身体拘束適正化並びに高齢者等虐待の防止に向けた取り組みに努めます 

  ◎身体拘束適正化および高齢者等虐待防止担当者：（生活相談員） 

⑭ その他の必要な援助 

２ 通所介護計画および通所型サービス計画に対する対応 

（１）事業所は、介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントに基づくサービスの

提供の開始から、少なくとも 1 ヶ月に 1 回、介護予防サービス計画を作成した指定

介護予防支援事業者に報告するとともに、通所型サービス計画に記載したサービス

の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも 1 回は、通所型サービスの実施状

況の把握（以下「モニタリング」という。）を行います。 

（２）事業者は、モニタリングの結果を記録し、その記録をサービスの提供に係る介護予

防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告します。 

（３）事業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更

を行います。 
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９ 介護保険給付対象サービス等の費用（利用者負担割合） 

（１）介護給付費の総額と利用料（負担割合証に応じた基本利用料） 

① 

介
護
保
険
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
【
基
本
料
金
】 

◇指定通所介護 

 Ａ サービス提供時間数が「８時間以上９時間未満」の場合 

要介護 

状態区分 

１回あたりの利用料金（１割負担の場合） 

１割負担 
サービス提供体

制強化加算（Ⅰ） 

入浴介助加算

（Ⅰ） 

入浴介助加算

（Ⅱ） 

要介護１ ６６９円 

２２円 ４０円 ５５円 

要介護２ ７９１円 

要介護３ ９１５円 

要介護４ １，０４１円 

要介護５ １，１６８円 

 Ｂ サービス提供時間数が「７時間以上８時間未満」の場合 

要介護１ ６５８円 

２２円 ４０円 ５５円 

要介護２ ７７７円 

要介護３ ９００円 

要介護４ １，０２３円 

要介護５ １，１４８円 

 Ｃ サービス提供時間数が「６時間以上７時間未満」の場合 

要介護１ ５８４円 

２２円 ４０円 ５５円 

要介護２ ６８９円 

要介護３ ７９６円 

要介護４ ９０１円 

要介護５ １，００８円 

 Ｄ サービス提供時間数が「５時間以上６時間未満」の場合 

要介護１ ５７０円 

２２円 ４０円 ５５円 

要介護２ ６７３円 

要介護３ ７７７円 

要介護４ ８８０円 

要介護５ ９８４円 

 Ｅ サービス提供時間数が「４時間以上５時間未満」の場合 

要介護１ ３８８円 

２２円 ４０円 ５５円 

要介護２ ４４４円 

要介護３ ５０２円 

要介護４ ５６０円 

要介護５ ６１７円 

 Ｆ サービス提供時間数が「３時間以上４時間未満」の場合 

要介護１ ３７０円 

２２円 ４０円 ５５円 

要介護２ ４２３円 

要介護３ ４７９円 

要介護４ ５３３円 

要介護５ ５８８円 
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 Ｇ サービス提供時間数が「９時間以上」の場合の加算料金 

延長を含む利用時間 １割負担 

９時間以上１０時間未満 ５０円 

１０時間以上１１時間未満 １００円 

１１時間以上１２時間未満 １５０円 

１２時間以上１３時間未満 ２００円 

１３時間以上１４時間未満 ２５０円 
 

① 

介
護
保
険
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
【
基
本
料
金
】 

 Ａ サービス提供時間数が「８時間以上９時間未満」の場合 

要介護 

状態区分 

１回あたりの利用料金（２割負担の場合） 

２割負担 
サービス提供 

体制強化加算

（Ⅰ） 

入浴介助加算

（Ⅰ） 
入浴介助加算 

（Ⅱ） 

要介護１ １，３３８円 

４４円 ８０円 １１０円 

要介護２ １，５８２円 

要介護３ １，８３０円 

要介護４ ２，０８２円 

要介護５ ２，３３６円 

 Ｂ サービス提供時間数が「７時間以上８時間未満」の場合 

要介護１ １，３１６円 

４４円 ８０円 １１０円 

要介護２ １，５５４円 

要介護３ １，８００円 

要介護４ ２，０４６円 

要介護５ ２，２９６円 

 Ｃ サービス提供時間数が「６時間以上７時間未満」の場合 

要介護１ １，１６８円 

４４円 ８０円 １１０円 

要介護２ １，３７８円 

要介護３ １，５９２円 

要介護４ １，８０２円 

要介護５ ２，０１６円 

 Ｄ サービス提供時間数が「５時間以上６時間未満」の場合 

要介護１ １，１４０円 

４４円 ８０円 １１０円 

要介護２ １，３４６円 

要介護３ １，５５４円 

要介護４ １，７６０円 

要介護５ １，９６８円 

 Ｅ サービス提供時間数が「４時間以上５時間未満」の場合 

要介護１ ７７６円 

４４円 ８０円 １１０円 

要介護２ ８８８円 

要介護３ １，００４円 

要介護４ １，１２０円 

要介護５ １，２３４円 
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 Ｆ サービス提供時間数が「３時間以上４時間未満」の場合 

要介護１ ７４０円 

４４円 ８０円 １１０円 

要介護２ ８４６円 

要介護３ ９５８円 

要介護４ １，０６６円 

要介護５ １，１７６円 

Ｇ サービス提供時間数が「９時間以上」の場合の加算料金 

延長を含む利用時間 ２割負担 

９時間以上１０時間未満 １００円 

１０時間以上１１時間未満 ２００円 

１１時間以上１２時間未満 ３００円 

１２時間以上１３時間未満 ４００円 

１３時間以上１４時間未満 ５００円 

 

① 

介
護
保
険
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
【
基
本
料
金
】 

 Ａ サービス提供時間数が「８時間以上９時間未満」の場合 

要介護 

状態区分 

１回あたりの利用料金（３割負担の場合） 

３割負担 
サービス提供 

体制強化加算

（Ⅰ） 

入浴介助加算 

（Ⅰ） 

入浴介助加算 

（Ⅱ） 

要介護１ ２，００７円 

６６円 １２０円 １６５円 

要介護２ ２，３７３円 

要介護３ ２，７４５円 

要介護４ ３，１２３円 

要介護５ ３，５０４円 

 Ｂ サービス提供時間数が「７時間以上８時間未満」の場合 

要介護１ １，９７４円 

６６円 １２０円 １６５円 

要介護２ ２，３３１円 

要介護３ ２，７００円 

要介護４ ３，０６９円 

要介護５ ３，４４４円 

 Ｃ サービス提供時間数が「６時間以上７時間未満」の場合 

要介護１ １，７５２円 

６６円 １２０円 １６５円 

要介護２ ２，０６７円 

要介護３ ２，３８８円 

要介護４ ２，７０３円 

要介護５ ３，０２４円 

 Ｄ サービス提供時間数が「５時間以上６時間未満」の場合 

要介護１ １，７１０円 

６６円 １２０円 １６５円 

要介護２ ２，０１９円 

要介護３ ２，３３１円 

要介護４ ２，６４０円 

要介護５ ２，９５２円 
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 Ｅ サービス提供時間数が「４時間以上５時間未満」の場合 

要介護１ １，１６４円 

６６円 １２０円 １６５円 

要介護２ １，３３２円 

要介護３ １，５０６円 

要介護４ １，６８０円 

要介護５ １，８５１円 

 Ｆ サービス提供時間数が「３時間以上４時間未満」の場合 

要介護１ １，１１０円 

６６円 １２０円 １６５円 

要介護２ １，２６９円 

要介護３ １，４３７円 

要介護４ １，５９９円 

要介護５ １，７６４円 

 Ｇ サービス提供時間数が「９時間以上」の場合の加算利用金 

延長を含む利用時間 ３割負担 

９時間以上１０時間未満 １５０円 

１０時間以上１１時間未満 ３００円 

１１時間以上１２時間未満 ４５０円 

１２時間以上１３時間未満 ６００円 

１３時間以上１４時間未満 ７５０円 

 ※ 所要時間２時間以上３時間未満の指定通所介護サービスを行った場合は、３時

間以上４時間未満の所定基本料金の７０％に相当する料金となります。 

 ※ 利用者に対し自宅から事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき４７

円を所定基本料金から差し引いた料金となります。 

 ※ 事業所と同一建物に居住する利用者が通所介護を利用した場合は、９４円／日

の減算を行います。但し疾病その他やむを得ない事情により送迎が必要である

と認められる利用者に対して送迎を行った場合はこの限りではありません。 

 

 

 ◇通所型サービス 

要支援状態区分 

（利用の目安） 

１か月当たりの利用料金・１割負担の場合（自己負担分） 

利用料金 
サービス提供体制強化 

加算 （Ⅰ） 
計 

事業対象者 

要支援１（週１回） 
１，７９８円 ８８円 １，８８６円 

事業対象者 

要支援２・（週 2回） 
３，６２１円 １７６円 ３，７９７円 

要支援状態区分 

（利用の目安） 

１か月当たりの利用料金・２割負担の場合（自己負担分） 

利用料金 
サービス提供体制強化 

加算 （Ⅰ） 
計 

事業対象者 

要支援１・（週 1回） 
３，５９６円 １７６円 ３，７７２円 

事業対象者 

要支援２・（週 2回） 
７，２４２円 ３５２円 ７，５９４円 
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要支援状態区分 

（利用の目安） 

１か月当たりの利用料金・３割負担の場合（自己負担分） 

利用料金 
サービス提供体制強化 

加算 （Ⅰ） 
計 

事業対象者 

要支援１・（週 1回） 
５，３９４円 ２６４円 ５，６５８円 

事業対象者 

要支援２・（週 2回） 
１０，８６３円 ５２８円 １１，３９１円 

※ 送迎についての取り扱い 

事業所と同一建物に居住する利用者がその通所介護相当サービスを利用した場合

は、要支援１の方は３７６円、要支援２の方は７５２円減算いたします。但し疾病そ

の他やむ得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行

った場合はこの限りではありません。 

※ 契約期間が 1ヶ月に満たない場合は、日割り計算となります。 

 

注 

１ 利用料の負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認してください。 

２ 基本料金に、「加算」分の利用者負担額は含んでいません。これは、加算の算定

は、個人ごとに異なるためです。 

３ 利用料の請求額は、１か月間ごとの基本料金と該当する加算料金を合わせた金

額になります。介護給付費等の単位数を金額に換算する際の端数処理によって、

利用料の請求額は本表に表示する個別の利用料の合計額とやや異なる場合があり

ます。 

 

 

（２）介護保険給付費等対象外の主なサービス 

   以下のサービス利用料は、原則として全額が自己負担となります。 

① 介護保険給付費等の支 

  給限度額を超えるサー

ビス利用 

 介護保険給付費等の支給限度額を超えてサービスを利用

する場合は、全額が自己負担となります。 

②  食    費 １食につき６５０円（おやつ含む） 

③  実施区域以外の 

送迎費用 

１kmにつき１００円 

※ 事業所が定める通常の事業の実施区域を超えて通所介

護及び通所介護相当サービスのための送迎サービスを

提供した場合の交通費です。 

④  行事参加費等 外出時等の実費 

⑤  サービス 

の中止・取消し 

ア）利用者の体調不良等の理由により、サービスを中止する 

場合があります。 

イ）利用者の都合によりサービスを中止する場合は、下記の 

取消料がかかります。 

・ 利用日の前日に連絡をいただいた場合は、サービス利用

料総額の１０％を負担していただきます。 

・ 利用日の当日に連絡をいただいた場合は、サービス利用

料総額の１００％を負担していただきます。 
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⑥消費税 

非課税項目 
基本料金、加算料金、介護保険給付費等の支給限度額を超え 

るサービスの料金 

課税項目 

（税込表示） 
その他の利用料 

 

（３）利用料の改定 

① 介護保険給付 

費等対象のサービ

ス 

介護保険給付費等対象のサービスの利用料は、介護保険法及びそ

の他の関係法令の改正によって変更します。 

②介護保険給付費

等対象外のサービ

ス 

 介護保険給付費等対象外のサービスの利用料は、介護保険法及び

その他の関係法令の改正、経済状況の著しい変化、その他事業所にや

むを得ない事情がある場合には、事前に説明したうえで、利用料を改

定します。 
 

１０ 利用料の支払い方法等 

① 方法と期日 

 口座振替は、所定の届出の後、手続き完了まで２か月程度必要とな

りますので、手続きが完了するまでの間は現金支払にて対応してく

ださい。 

１）ゆうちょ銀行の口座振替 

  サービス利用月の利用料請求書を受領した月の２０日に、指定

口座から利用料を振替ます。 

（振替日が金融機関休業日の場合はその翌営業日） 

２）窓口現金支払 

  サービス利用月の利用料請求書を受領した月の２０までに、現

金により支払ってください。 

３）サービス利用料の利用料請求書を受領した月の２０日までに、事

業所の指定する金融機関口座へ振込んでください。 

（振込手数料は利用者負担です） 

 

１１ 研修生・実習生・視察者・ボランティアの受け入れ 

実習等への協力 

各種学校、養成機関、団体等からの実習生、施設や関係機関・団体

等からの研修、視察、学生や地域住民等のボランティアの受け入れを

行っていますので、利用者及び家族等にも協力をお願いします。 
 

１２ 秘密の保持及び個人情報の保護 

秘密の保持 

利用契約の規定に基づき、事業所及び職員は、正当な理由がない

限り、業務上知り得た利用者及び親族代表者、利用者のその他の家

族に関する秘密を洩らしません。また、職員が退職後も、在職中に

知り得た利用者及び親族代表者、利用者のその他の家族に関する秘

密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 
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個人情報の保護 

１）利用契約の規定に基づき、事業所は事前に文書による利用者の

同意を得て、サービス提供のために必要最低限の範囲内で、利用

者及び親族代表者、利用者のその他の家族に関する個人情報を使

用、提供及び収集します。 

２）利用者から文書により別に同意を得た場合は、利用者及び親族

代表者、利用者のその他の家族に関する個人情報をホームページ

等の広報情報等作成のために必要最低限の範囲内で使用します。 

 

１３ 福祉サービスの質の向上のための措置等 

  事業所は、よりよい福祉サービスの実現に向けて、公平・中立な第三者評価機関が専

門的・客観的な立場から福祉サービスについて評価を行います。 

①  第三者評価の実施の有無  「無」 

 

１４ 緊急時の対応 

  事業所は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、後見人または親族代表者に連

絡し、かかりつけ医療機関（主治医）またはその他の医療機関に連絡するなどして適切

な対応を行うよう努めます。 

① 利用者が、利用中に病状または心身の障害が悪化し若しくは疾病に罹患して、事業所

が対応できないと判断したとき 

② 利用者が感染症に罹患し、他の利用者または事業所の職員の生命若しくは健康に重大

な影響を及ぼすおそれがあり、かつ治療が必要であると事業所が判断したとき 

③ 利用者を送迎しているとき、または施設内で事故が発生し利用者が負傷等した場合は、

利用者に必要な応急処置を行います 

 

１５ 事故発生時の対応 

（１）家族等への連絡 

 万一、利用者に対するサービスの提供にあたって事故が発生した

場合は、すみやかに利用者の後見人または親族代表者のいずれか、

若しくはその他の家族等に連絡するとともに、可能な措置を講じま

す。 

（２）事故状況の記録 
事故の状況及び事故発生時の対応・処置、事故後の対応、再発防

止策等について記録するとともに、必要に応じて開示します。 

（３）損害賠償 

① 利用者に対するサービスの提供にあたって、事業所の責めに帰

すべき理由により利用者に損害を与えた場合は、事業所の責任の

範囲内において賠償を行います。 

② 詳細は、利用契約書第２２条～第２４条記載。 

（４）事故防止対策 

 事故が発生した場合には、その原因を解明し、再発防止対策を講

じます。 

◎安全対策担当者：（生活相談員） 
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１６ 非常災害時の対応 

（１）非常災害時の 

対応 

① 日ごろから利用者への安全なサービスの提供に心がけます。 

② 担当者を定めて日常防火管理を行い、火災等の災害を未然に防

ぐよう努めます 

③ 「せんだんの杜ものう消防計画」により、年２回以上、夜間想

定及び昼間の避難訓練を含む総合消防訓練、防災訓練を実施しま

す。 

（２）主な防災設備 

自動火災報知設備・非常通報装置（自動連動式）、誘導灯、ガス

漏れ検知報知器、非常用発電機、その他（寝具、カーテン、のれん、

タイルカーペット等の布製品はすべて防煙性能を有するもの） 

（３）地域住民との 

協力 

 近隣の地域住民との協力と応援を得ながらサービスの提供に努

めます。 

 

１７ 虐待防止について 

 事業者は利用者等の人権の擁護、虐待防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じ

ます。 

（1） 成年後見制度の利用を支援します。 

（2） 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（3） 事業所従業者または家族・親族・同居人等による虐待が疑われる場合には、速やかに

石巻市内の該当地域内にある地域包括支援センターまたは石巻市総合相談センター

虐待防止係等に通報します。 

（4） 虐待防止のための対策を検討する委員会を１か月に１回以上開催すると共に、その

結果について、従業者への周知徹底を図ります。 

（5） 虐待防止のための指針を策定し、適正化の徹底を図ります。 

◎身体拘束適正化および高齢者等虐待防止担当者：（生活相談員） 
 

１８ 苦情（相談）受付窓口 

（１）せんだんの

杜ものう地域福

祉センター通所

介護事業所 

所 在 地 宮城県石巻市桃生町中津山字八木１５７番地１ 

電 話 番 号 ０２２５（７６）５２０６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（７６）２８５３ 

受 付 時 間 午前８時３０分～午後５時３０分（月曜日～金曜日） 

担 当 者 生活相談員 

（２）せんだんの

杜ものう 

 地域福祉部 

 地域支援課 

所 在 地 宮城県石巻市桃生町中津山字八木４６番地３ 

電 話 番 号 ０２２５（７６）５３２５ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（７６）２８５３ 

受 付 時 間 午前９時００分～午後６時００分（月曜日～日曜日） 

担  当  者 部長、課長 

（３） 

社会福祉法人 

東北福祉会 
(せんだんの杜ものう） 

第 三 者 委 員 
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第三者委員 受 付 時 間 午前９時００分～午後６時００分（月曜日～金曜日） 

（４）石巻市役所 

桃生総合支所 

市民福祉課 

所 在 地 宮城県石巻市桃生町中津山字江下１０番地 

電 話 番 号 ０２２５（７６）２１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（７６）００２８ 

（５）石巻市役所 

保健福祉部 

介護福祉課 

所 在 地 宮城県石巻市穀町１４番１号 

電 話 番 号 ０２２５（９５）１１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（９２）５７９１ 

（６）宮城県 

保健福祉部 

長寿社会政策課 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

電 話 番 号 ０２２（２１１）２５５６(直通) 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（２１１）２５９６ 

（７）宮城県東部 

保健福祉事務所 

高齢者支援班 

所 在 地 宮城県石巻市あゆみ野５丁目７番地 

電 話 番 号 ０２２５（９５）１４１９ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（９４）８９８２ 

（８）宮城県 

国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２番３号 

電 話 番 号 ０２２（２２２）７７００（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（２２２）７２６０ 

（９）石巻市 

ものう地域包括 

支援センター 

所 在 地 宮城県石巻市桃生町中津山字八木４６番地３ 

電 話 番 号 ０２２５（７６）５５８１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２５（７６）５６１７ 

（10）福祉サービ 

ス利用に関する 
運営適正化委員会 

所 在 地 
仙台市青葉区本町３丁目７－４  

宮城県社会福祉会館４階 

電 話 番 号 ０２２（７１６）９６７４ 

利 用 時 間 
午前９時００分～午後５時００分 

（月曜日～金曜日、ただし祝日と年末年始は休み） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（７１６）９２９８ （２４時間受付） 

電 子 メ ー ル kaiketu@miyagi-sfk.net 

 

１９ 事業所利用の留意事項 

（１）面  会 

① 面会時間は特に設けていません。 

② 面会するときは、事務室前にある面会カードに氏名等の必要事

項を記入の上、面会カード入れに投函し、職員に声をかけて下さ

い。 

③ 風邪やインフルエンザ、ノロウイルス等による感染性胃腸炎、

その他の感染症に罹患している場合は直接の面会はできません。 

④ 感染拡大防止のため、近隣の感染症の発生状況により、職員が

立ち合いのもと検温や体調確認をさせてもらいます。発熱・咳・

倦怠感等の症状がある場合には、面会を見合わせて頂きます。 

⑤ 面会時の差入れはご遠慮ください。また、他の利用者に対する

おすそ分けなどもご遠慮ください。 
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（２）設備器具利用 

① 事業所の設備、器具は本来の用法に従って利用してください。 

② これに反した利用により滅失、破損、汚損または無断変更等し

た場合は、弁償していただくことがあります。 

（３）喫 煙 等 
館内は全館禁煙です。喫煙は決められた場所以外ではお断りいた

します。火気類（ライター、マッチ等）は、事業所で預かります。 

（４）迷惑行為等  騒音など他の利用者の迷惑になる行為は行わないでください。 

（５）宗教・政治 

活動等 

事業所内で、他の利用者及び職員に対する宗教活動、政治活動及

び販売・営利活動は行わないでください。 

（６）動物の持込み 事業所内へのペットの持ち込み及び飼育はご遠慮ください。 

（７）その他の事項 利用契約書第５条記載。 

 


